
　　　　　　　　　　　平成25年度入学者用履修の手引(大学院学校教育研究科)

別表２  授業科目，単位数等一覧表
 （上越教育大学大学院学校教育研究科履修規程第７条別表関係）

２　専門職学位課程

　(1) 臨床共通科目

必修 選択

教育課程の編成・実施の実践と課題 S4 1・2

教科等の実践的な指導方法の実践と課題 S4 1・2

生徒指導，教育相談の実践と課題 S4 1・2

学級経営，学校経営の実践と課題 S4 1・2

学校教育と教員の在り方に関する事例研究 S4 1・2

　(2) コース別選択科目

　　①　教育実践高度化専攻　教育実践リーダーコース

必修 選択

教育実践リフレクションⅠ S4 1

教育実践リフレクションⅡ S4 2

教育実践プレゼンテーションⅠ S1 1

教育実践プレゼンテーションⅡ S1 2

学び合いの授業論    S2 1・2

学習デザイン論    S2 1・2

勇気づけの学級づくり論    S2 1・2

授業と学校の改善に向けた教育調査の理論と
実際

   S2 1・2

国語科授業のデザインと評価    S2 1・2

算数・数学科授業デザイン論    S2 1・2
教科の固有性を踏まえた算数・数学科の学習
指導の理論と実際

   S2 1・2

理科授業デザイン論    S2 1・2

生活科の教科特性とその存在意義    S2 1・2

「子ども・芸術・学校」その実際と課題    S2 1・2

身体教育学演習    S2 1・2

小学校英語授業づくり論    S2 1・2

子どもを引きつける授業づくりの理論と実際    S2 1・2

道徳教育の理論と実際    S2 1・2

特別支援教育論    S2 1・2

小学校社会科授業の基礎技法    S2 1・2

総合的な学習を中心とした教育課程論    S2 1・2

国際理解教育と外国語活動    S2 1・2
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　　　　　　　　　　　成25年度入学者用履修の手引(大学院学校教育研究科)

　　②　教育実践高度化専攻　学校運営リーダーコース

必修 選択

学校運営リフレクションⅠ S4 1

学校運営リフレクションⅡ S4 2

学校運営プレゼンテーションⅠ S1 1

学校運営プレゼンテーションⅡ S1 2

現代の教育改革とビジョン    S2 1・2

学校文化論    S2 1・2

宗教と公教育    L1･S1 1・2

教育公務員の服務・勤務    L1･S1 1・2

実践的学校経営特論    S2 1・2

学校経営の危機管理と実践的課題    S2 1・2

教育における権利と責任    L1･S1 1・2

学校教育の制度と理念    L2 1・2
校内の授業研究のシステム化と授業研究の方
法

   L2 1・2

体で学ぶ一斉指導の基礎技法    S2 1・2

　(3) 実習科目

必修 選択

学校支援フィールドワークⅠ（ストレート）    P5 1

学校支援フィールドワークⅡ（ストレート）    P5 2

学校支援フィールドワークⅠ(現職)    P3 1

学校支援フィールドワークⅡ(現職)    P3 2

学校支援フィールドワークⅠ(特別)    P2 1

学校支援フィールドワークⅡ(特別)    P2 2
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○上越教育大学大学院学校教育研究科専

門職学位課程の実習科目により修得す

る単位の免除に関する取扱細則

平成20年３月21日

（細 則 第 ５ 号）
改正 平成22年３月10日細則第８号

改正 平成22年３月30日細則第12号

上越教育大学大学院学校教育研究科専門職学位課程の実習科目により修得す

る単位の免除に関する取扱細則

（趣旨）

第１条 この細則は，大学院学校教育研究科履修規程（平成16年規程第72号）第６条第２

項及び第３項の規定に基づく専門職学位課程の実習科目により修得する単位の免除（以

下「修得単位の免除」という。）に関する取扱いについて必要な事項を定める。

（申請資格）

第２条 修得単位の免除を申請することができる者は，次の各号に該当するものとする。

(1) 「幼稚園，小学校，中学校，高等学校，中等教育学校，特別支援学校等」の教員と

しての実務経験を，10年以上有していること。

(2) 学校支援プロジェクト科目を構成する学校支援リフレクション及び学校支援プレゼ

ンテーションを，学校支援フィールドワーク受講者と同等に行うことができるだけの

自らの教育実践に係る資料を有していること。

（申請）

第３条 修得単位の免除を希望する者は，別記第１号様式の修得単位免除許可申請書に次

の各号に掲げる教育実践に係る書類５本以上を添付して，入学年度の４月30日（その日

が日曜日又は国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日に当た

るときはその翌日，土曜日に当たるときはその翌々日。）までに学長に申請しなければ

ならない。

(1) 発表資料が掲載されている学校の研究紀要

(2) 研究会・学会等での発表資料

(3) その他上記に掲げる資料と同等の資料

（審査及び認定）

第４条 前条の申請については，別に定める方法により上越教育大学教育実習委員会が審

査を行い，教務委員会及び教授会の議を経て，学長が認定するものとする。

２ 学長は，修得単位の免除を認定したときは，別記第２号様式の修得単位免除認定通知

書を交付するものとする。
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３ 修得単位の免除を行う授業科目は，次に掲げる授業科目とする。

(1) 学校支援フィールドワークⅠ（現職）３単位

(2) 学校支援フィールドワークⅡ（現職）３単位

４ 前項に規定する授業科目の単位は，学籍簿の成績欄に「免除」と記入するものとする。

（聴講の取消し）

第５条 修得単位の免除を認定された者は，該当授業科目について速やかに聴講取消しの

手続を行うものとする。

（その他）

第６条 この細則に定めるもののほか，修得単位の免除に関し必要な事項は，教務委員会

が別に定める。

附 則

この細則は，平成20年４月１日から施行する。

附 則

この細則は，平成22年３月10日から施行する。ただし，この細則による改正後の上越教

育大学大学院学校教育研究科専門職学位課程の実習科目により修得する単位の免除に関す

る取扱細則第４条第３項の規定は，平成20年度に入学した学生から適用する。

附 則

この細則は，平成22年４月１日から施行する。



別記第１号様式（第３条関係）

修 得 単 位 数 免 除 許 可 申 請 書

年 月 日

上越教育大学長 殿

所 属 専攻 コ－ス

学籍番号

氏 名

学則第72条の規定により，専門職学位課程の実習科目により修得する単位の免除の認定

を受けたいので，下記により申請します。

記

１ 教育実践に係る書類

区 分
研究紀要，発表資料等の 発行又は発表の年月，発行所又は

名称 発表学会等の名称

（注） 区分欄は，「学校の研究紀要」，「研究会・学会等での発表資料」等のいず

れかを記入すること。



別記第２号様式（第４条関係）

修 得 単 位 免 除 認 定 通 知 書

所 属 専攻 コース

学籍番号

氏 名 殿

修得する単位を免除する授業科目・単位

授 業 科 目 名 単 位

学校支援フィールドワークⅠ（現職） ３単位

学校支援フィールドワークⅡ（現職） ３単位

学則第72条の規定に基づき，上記のとおり本学大学院専門職学位課程において実習科目

により修得する単位を免除する。

年 月 日

上越教育大学長
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○上越教育大学大学院学校教育研究科専門職学位課程の学生の指

導体制取扱細則

（平成20年３月21日細則第４号）

（趣旨）

第１条 この細則は，上越教育大学大学院学校教育研究科履修規程（平成16年４月１日

規程第72号）第９条の規定に基づき専門職学位課程の学生の指導体制の取扱いについ

て必要な事項を定める。

（アドバイザーの設置）

第２条 専門職学位課程に在籍するすべての学生が，入学から修了までの間，修学その

他学生生活全般について指導助言を受けられるよう，学生一人ひとりに担当の専任教

員をアドバイザーとして選任するものとする。

（アドバイザーの委嘱）

第３条 アドバイザーは，学校教育研究科長が委嘱する。

（アドバイザーの所掌）

第４条 アドバイザーは，次号に掲げる事項を所掌する。

(1) 学生の修学に関すること。

(2) 学生の身分異動に関すること。

(3) その他学生生活全般に関すること。

（アドバイザーの変更）

第５条 学生の希望によりアドバイザーを変更する場合は，学生が所属するコ－スにおい

て，希望学生に面接をした上で，新しいアドバイザーを選任するものとする。

（その他）

第６条 この細則に定めるもののほか，この細則の実施に関し必要な事項は，学長が別に

定める。

附 則

この細則は，平成20年４月１日から施行する。
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　出典：上越教育大学大学院学校教育研究科専門職学位課程の学生の指導体制取扱細則
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